
居宅支援事業所みなが 運営規程 

 

 

（事業の目的） 

第１条 医療法人みめぐみ会が開設する居宅介護支援事業所（以下、「事業」という）の適正

な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員

が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定介護支援を提供すること目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必

要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居

宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに当該計画に基づく指定

居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業等の連絡調整その他の便宜

を行う。 

 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体と

の綿密な連絡をはかるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 

（１） 名称  居宅支援事業所みなが 

（２） 所在地 東広島市西条町下三永字向原１０３５４番地１ 

 

（従業員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

 

（１） 管理者 １名 常勤 介護支援専門員と兼務 

 管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自ら

 も指定居宅介護支援の提供に供するものとする。 

（２） 介護支援専門員 １名（常勤兼務 １名） 

 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。 

（３） 事務職員 １名（非常勤） 

 必要な事務を行う。 

 

 



（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 

（１） 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民祝日に関する法律に規定する休

 日及び 12月 29 日から 1月 3日までを除く。 

（２） 営業時間 午前９時から午後５時までとする。 

（３） 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額） 

第６条 

（１） 利用者の相談を受ける場所は事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所

 において行うものとする。 

（２） 使用する課題分析票の種類は利用者の状況を勘案し、全日本福祉協議会のアセス

 メント方式を採用する。 

（３） サービス担当者会議の開催場所は事業所内その他必要と認められる場所において

 開催する。 

（４） 介護支援専門員の居宅訪問頻度は月１回以上とし、必要に応じて訪問するものと

 する。 

 

２ 指定居宅介護支援を提供した場合の利用の額は、厚生労働大臣が定める基準によるも

のとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用

料の支払いは受けないものとする。 

 

３ 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その

実費とする。 

 

（１） 通常の実施地域内の場合は 無料 

（２） 通常の実施地域を超えた地点から、片道 1キロメートルごとに 15 円 

 

４ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に文章で説明

した上で、支払いに同意する旨の文書に署名捺印を受けることとする。 

 

（通常の実施地域） 

第７条 通常事業の実施地域は、東広島市西条町とする。 

 

 



（苦情処理） 

第８条 当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置

付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する

ため、担当職員を置き、解決に向け調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及びその家族

に説明するものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第９条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速

やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告

しなければならない。 

 

２ 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき自由により賠償すべき

事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。 

 

３ 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償保険に加入する。 

 

（個人情報の保護） 

第 10 条 事業所は「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取

り扱いに務める。 

 

２ 事業所が得た個人情報については、事業所での介護サービス提供以外の目的では原則

的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理

人の了解を得るものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 11 条 事業所は、従業員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものと

し、また、業務体制を整備する。 

（1） 新規採用研修 採用後１ヶ月以内 

（2） 従業員研修  年２回 

 

２ 従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

 

３ 事業所は、従業員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容

とする。 



４ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人社団みめぐみ会の管

理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

（ハラスメント対策） 

第 12 条  

（1） 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づく

りを目指します。 

（2） 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行

為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

 

（衛生管理等） 

第 13 条  

（1） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 

（2） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。 

（3） 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

（4） 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（5） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 14 条  

（1） 感染症にかかる業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

（2） 感染症及び災害に係る研修を定期的に（年 1回）行います。 

（3） 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第 15 条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講

じるものとする。 

（1） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結   

果について、従業者に周知徹底を図る。 

（2） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（3） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（4） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これ

を市町村に通報するものとする。 



（身体拘束の適正化） 

第 16 条  

（1） 事業所は、サービスを提供するにあたっては、利用者又は他の利用者の生命または

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行わない。 

（2） 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合は、事前に利用者及び家族へ 

十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとする。 

 

 

  附 則 

この規程は、平成 25 年 12 月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成 26 年 8 月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成 26 年 11 月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成 27 年 6 月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成 29 年 9 月 5日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、令和 7年 10 月 27 日から施行する。 

 

 



 

指定居宅介護支援重要事項説明書 

〔令和 6年 4月 1日現在〕 

                         

１ 事業者の概要 

事業者の名称 医療法人社団みめぐみ会 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名 理事長 中村俊平 

本社所在地・電話番号 東広島市西条町西条東山崎1281-5 

082-421-2800 

法 人 設 立 年 月 日 平成18年8月24日 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

名 称 居宅支援事業所みなが 

事 業 所 番 号 3472502529 

所 在 地 〒739-0023 東広島市西条町下三永字向原10354-1   

電 話 番 号 082-420-6780 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 082-420-6750 

通常の事業の実施地域 東広島市西条町 

 

（２）事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から金曜日まで 

（国民の休日、１２月２９日から１月３日までを除く。） 

営業時間  午前９時から午後５時まで 

 

（３）事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

医療法人みめぐみ会 が開設する居宅介護支援事業所（以下、「事業」という）の 

適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専

門員が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定介護支援を提供することを目的とする。 

運営の方針 

事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保険

医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等

の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに当該計画に基づく指定居宅サービス等の

提供が確保されるよう指定居宅サービス事業等の連絡調整その他の便宜を行う。 

 

（４）事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 ・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行います。 

常 勤 １名 

介護支援専門員 ・居宅介護支援を行います。 

 

 1名 

常勤兼務  １名 

 

 

 



 

３ サービスの内容、提供方法 

内容 提供方法 

利用者からの居

宅サービス計画作

成依頼等に対す

る相談対応 

当事業所内相談室において行います。 

（必要に応じて利用者の居宅を訪問します。） 

課題分析の実施 

 

 

 

① 課題分析の実施に当たっては、利用者が自立した生活を営むことが

できるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。 

② 解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、利用者の居宅を

訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。 

居宅サービス計画

原案の作成 

 

 

利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者及び家族の生

活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、

提供されるサービスの目標とその達成時期、サービスの種類と内容等を

記載した居宅サービス計画の原案を作成します。 

サービス担当者会

議等による専門的

意見の聴取 

居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者

を招集して行うサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等によ

り、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的見地か

らの意見を求めます。 

居宅サービス計画

の説明、同意、交

付 

① 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険

給付の対象となるかどうかを区分した上で、居宅サービス計画の原案

の内容について利用者又は家族に対して説明し、文書により利用者の

同意を得ます。 

② 作成した居宅サービス計画は交付します。 

居宅サービス計画

の実施状況の把

握 

① 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握

（モニタリング）を行います。 

  利用者及び家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者

等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

② モニタリングに当たり、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、

面接します。 

③ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録します。 

 

４ 利用料、その他の費用の額 

 

（１）居宅介護支援の利用料 

    利用料金は関係法令に基づいて定められている為、契約期間中に関係法令が改定された場合 

には、改定後の金額を適応するものとします。 

 

（２）交通費 

 通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、介護支援専門員が訪問するための交通費の実費をご負担し

ていただきます。 

 なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、１キロメートル当たり

１５円を請求します。 

 

 



 

５ 秘密の保持 

（１）  従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及

び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容と

します。 

（２）  利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を

用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

（３）  利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵

守し、適切な取扱いに努めます。 

 

６ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な措

置を講じます。 

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。 

  なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保険名 サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険 

 

７ サービス提供に関する相談、苦情 

（１）苦情処理の体制及び手順 

  ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

  イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。 

（２）苦情相談窓口 

担  当 

電話番号 

受付時間 

受 付 日 

苦情・相談窓口・担当者    管理者兼介護支援専門員 中西 奈緒 

連絡先            電話 082-420-6780 FAX 082-420-6750 

受付時間           月～金曜日 午前9時～午後5時 

担当者不在の場合     併設診療所事務員あるいは併設の訪問介護ステーション 

みながの職員が対応し、速やかに担当者に連絡をします 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

（１） 苦情・相談窓口担当者が、介護者及びその家族からの苦情・相談を受付、内

容を十分聴き、その内容を確認したう上で、その段階で解決できると判断され

るものは、その場で解決します。 

（２） 窓口担当者で解決が困難の場合は、処理を保留し，苦情解決責任者、苦情

受付担当者及び苦情相談の対象となっている部門の責任者と協議し解決し

ます。 

（３） 苦情の場合は、当該事業所内で解決が困難な場合は、事業所が選任した、

第三者委員の立会いのもと、当該苦情申し立て者と話し合い解決します。  

（４） 苦情・相談に関する、解決の経過及び結果については、解決・改善策を明確

にし、患者及びその家族へ報告します。 

（５） 解決後においても様子の観察と記録を行い、経過を見守ります。  

３ 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 

（１）  事業者の窓口職員（管理者・サービス提供責任者・生活相談員等）に早急に

 連絡や訪問調査することで、苦情に対する解決方法を模索する。 

（２）  上記の職員だけでの処理が困難な場合は、第三者委員や保険者である市町

 村、国保連などに相談し、助言・指導を得て解決方法を模索する。 



 

 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

東広島市 健康福祉部 介護保険課  

 

住所：東広島市西条栄町8番29号 

TEL :０８２－４２０－０９３７ 

8：30～17：15 

（土日祝・年末年始は除く） 

広島県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 苦情対応係 

住所：広島市中区東白島町１９−４９ 

TEL :０８２－５５４－０７８３ 

8：30～17：15 

（土日祝・年末年始は除く） 

 

8 ハラスメント対策 

（1） 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。 

（2） 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャル

ハラスメントなどの行為を禁止します。 

 

9 虐待防止について 

（１） 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業者 

に対し研修を実施する等の措置を講ずるように努めます。ほか、指針の整備、研修を実施し、従業

員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。 

（２） サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

10 身体拘束の適正化 

（１） 事業所は、サービスを提供するにあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行い

ません。 

（２） 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合は、事前に利用者及び家族へ十分な説

明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由など必要な事項を記録します。 

 

 

10 衛生管理等 

（1） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 

（2） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。 

（3） 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

（4） 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（５） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

11 業務継続計画の策定等 

（1） 感染症にかかる業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

（２） 感染症及び災害に係る研修を定期的に（年１回）行います。 

（3） 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

 

 

 



 

12 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について 

（1） 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、 

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めること

ができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。 

※前6か月間に作成されたケアプランの位置づけられた訪問介護、（地域密着型）通所介護、福祉

用具貸与ごとの回数のうち、同一の事業所によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）に

ついてご希望があれば書面で説明いたします。 

（2） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要 

介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに

変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（3） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行 

われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けて 

いる要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

（4） 病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等する 

ため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援

専門員の名前や連絡先を伝えてください。 

 

 

 

        

 

 令和  年  月  日 

 

 指定居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者に対して、重要な事項を説明しました。 

 

事業者 

 所 在 地 東広島市西条町下三永字向原10354-1 

 法 人 名  医療法人社団みめぐみ会       

代表者名  理事長 中村 俊平      

 

説明者 

 事業所名  居宅支援事業所みなが 

 氏  名   中西 奈緒    

                    

 私は、事業者から重要な事項の説明を受け、指定居宅介護支援の提供開始について同意しました。 

 

利用者  住所  

 

       氏名             

 

 （代理人） 住所  

 

       氏名               

                                         （続柄        ） 


